
一

○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
改
正
案

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現
行

（
伝
送
路
設
備
設
置
状
況
報
告
等
）

（
伝
送
路
設
備
設
置
状
況
報
告
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
同
上
）

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
関
す
る
計
画
の
意
見
受
付
に
関
す
る
報
告
）

第
三
条
の
二

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
受
付
期
間
（
同
項
に
規
定
す
る
意
見
受
付
期
間
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
意
見
受
付
期
間
の
経
過
後
同
令
様
式
第

十
八
の
「
15

工
事
開
始
予
定
年
月
日
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
日
の
三
十
日
（
同
項
括
弧
書
の
場
合
及
び
同
令
第
二
十

四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
届
出
計
画
に
つ
い
て
意
見
受
付
期
間
を
設
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

七
日
（
同
令
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
数
は
算
入
し
な
い
。
）
）
前
ま
で
に
、
様
式
第
二
十
二
の
二
に

よ
り
、
当
該
意
見
受
付
期
間
内
に
お
け
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
意
見
の
提
出
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
総
務

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

様
式

第
22の

２
（
第
３

条
の

２
関
係

）
 

第
一

種
指
定

電
気
通

信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
関
す
る
計

画
に
係

る
意

見
提

出
状

況
に
関

す
る
報

告
 

年
 

 
月
 

 
日
 

事
業
者
名
 

登
録
年
月
日
又
は
届

出
年
月

日
及
び

登
録

番
号

又
は

届
出
番

号
 

電
話
番
号
 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
 

１
 

意
見

受
付

に
係

る
届

出
計

画
を

特
定

す
る

に

足
り
る
事
項
 

２
 

既
報

告
変

更
に

つ
い

て
の

意
見

受
付

又
は

既

報
告
変
更
以
外
に
つ
い
て
の
意
見
受
付
の
別
 

３
 

意
見

受
付

期
間

（
意

見
受

付
開

始
日

及
び

意

見
受
付
終
了
日
を
含
む
。
）
 

４
 
意
見
受
付
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
意
見
の
数
 

５
 

意
見

受
付

期
間

内
に

意
見

提
出

が
な

か
っ

た

場
合

で
あ

つ
て

、
工

事
開

始
日

を
電

気
通

信
事

業
法

施
行

規
則

様
式

第
18

の
「

工
事

開
始

予
定

年
月

日
」

の
欄

に
記

載
さ

れ
た

日
よ

り
前

の
日

（
短

縮
予

定
日

以
降

の
日

に
限

る
。

）
に

繰
り

上
げ

る
と

き
は

、
そ

の
繰

上
げ

後
の

工
事

開
始

日
又
は
そ
の
見
込
み
日
 

６
 

意
見

受
付

期
間

内
に

提
出

さ
れ

た
意

見
及

び

（
新

設
）

 

参考３



二 

 

そ
れ
に
対
す
る
考
え
方
 

注
１
 

「
意

見
受

付
に

係
る

届
出
計

画
を
特

定
す

る
に

足
り
る

事
項
」

に
つ
い

て
は

、
意

見
を

受
け
付
け

た
届

出
計

画
に

係
る
電

気
通

信
事

業
法
施

行
規

則
様

式
1
8
の

届
出
書

に
記
載

し
た

届
出

年
月

日
そ

の
他

当
該

届
出
計
画
を
特
定

す
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 

「
意

見
受

付
開

始
日

」
は

意
見

受
付

期
間

の
起

算
日

、
「
意

見
受

付
終

了
日

」
は

意
見

受
付

期
間
の

満

了
日
を
い
う
。
 

３
 

「
意

見
受

付
期

間
内

に
提

出
さ

れ
た

意
見

の
数

」
に

つ
い
て

は
、

意
見

受
付

期
間

内
に

意
見
を

提
出

し

た
者
の
数
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 

「
意

見
受

付
期

間
内

に
提

出
さ

れ
た

意
見

及
び

そ
れ

に
対

す
る
考

え
方

」
に

つ
い

て
は

、
こ

の
様
式

へ

の
記

載
に

代
え

て
、

記
載

す
べ

き
内

容
を
添

付
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

ま
た

、
意

見
受

付
期
間

内
に

提
出

さ
れ

た
意

見
と

そ
の

意
見

に
対

す
る

考
え
方

及
び
意

見
受
付

期
間

内
に

提
出
さ

れ
た
意

見
と
そ

の
意

見
を

提
出

し
た

者
の
対

応
関
係

が
分

か
る

よ
う
に

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

記
載
内

容
の

中
に

非
公

開
を

希
望

す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
場
合
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 


